
所得の生ずる場所

所得の生ずる場所

所得の生ずる場所

｢都道府県、市区町村分｣、｢住所地の共同募金会、日赤支部分｣の各欄には、
当該団体へ寄附した金額を記入してください。
｢条例指定分｣の｢都道府県｣、｢市区町村｣の各欄には、住所地の都道府県、
市区町村の条例で指定された寄附金を支出した場合にそれぞれ記入してく
ださい。
※寄附金受領証明書等の添付又は提示をしてください。

勤 務 先
所 在 地

番号

住所地の共同募金会､
日赤支部分

国外
居住

国外
居住

国外
居住

配偶者
30歳未満又は70歳以上
留学 障害者
38万円以上の支払
配偶者
30歳未満又は70歳以上
留学 障害者
38万円以上の支払

配偶者
30歳未満又は70歳以上
留学 障害者
38万円以上の支払

表面の⑧に転記してください。

６ 給与所得の内訳

10 総合譲渡･一時所得の所得金額に関する事項

11 事業専従者に関する事項

12 別居の扶養親族等に関する事項

14 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

16 所得金額調整控除に関する事項

15 寄附金に関する事項

13 事業税に関する事項

７ 事業･不動産所得に関する事項

８ 配当所得に関する事項

前年中の

7,431 16 118,896
7,431 16 118,896
7,431 16 118,896
7,431 16 118,896
7,431 16 118,896
7,431 16 118,896

0743-XX-0000

713,376
生駒市東新町0-0

個人年金

原稿料 ○○出版 200,000 120,000
100,000 60,000○○生命○○株式会社



３ 所得から差し引かれる金額に関する事項

現 住 所
1月1日現在
の 住 所

提出年月日

令和
年 月 日

氏 名
フリガナ

整理番号

業種又は職業

電話番号

個人番号

続柄世帯主
の氏名

「個人番号」欄には、
個人番号（行政手続に
おける特定の個人を識
別するための番号の利
用等に関する法律第２
条第５項に規定する個
人番号をいう｡）を記
載してください。

生年
月日

32

34

37～38 除控生学労勤□　38除控婦寡□　37

□

（学校名）
37

38

39～40

社会保険料

控 除

生命保険料

控 除

障　害　者

控 除

寡 婦 控 除、
ひとり親控除、
勤労学生控除

配偶者控除・
配偶者特別
控除・同一生
計 配 偶 者

個人
番号

障害
の
程度

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料
円

円

円 円

万円

円

円

円

円

円

円

円

合　　　　計
新生命保険料の計

新個人年金保険料の計

介護医療保険料の計

地震保険料の計

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

旧長期損害保険料の計

生年月日

生年
月日

控除額

配 偶 者 の
合計所得金額

同一生計配偶者（控除
対象配偶者を除く。）

□ 死別　□ 生死不明
□ 離婚　□ 未帰還　

□ ひとり親
　 控　　除

101

102

103

47

44

45

46

フリ
ガナ
氏
名

級
度1

個人
番号

個人
番号

個人
番号

障害
の
程度

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ
氏
名

フリ
ガナ

フリ
ガナ

氏
名

氏
名

配
偶
者

　
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（
控
除
対
象
外
）

続
柄
特
親

続
柄
特
親

続
柄
特
親

続
柄
特
親

級
度2

1

明・大
昭・平 ・ ・

円

・ ・

・・
□ 同居
□ 別居

明・大
昭・平

生年
月日

控除額個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名2

・・
□ 同居
□ 別居

明・大
昭・平

生年
月日

控除額個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名3

・・
□ 同居
□ 別居

明・大
昭・平

生年
月日

控除額個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名4

・・
□ 同居
□ 別居

明・大
昭・平

生年
月日

個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名

続
柄1

・・
□ 同居
□ 別居

平・令

生年
月日

個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名

続
柄2

・・
□ 同居
□ 別居

平・令

生年
月日

個人
番号

同居・
別居の
区分

フリ
ガナ

氏
名

続
柄3

・・

・ ・

□ 同居
□ 別居

平・令

48

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人番号及び住所を記入して
ください。

㉚

㉛

雑損控除

医療費控除

損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

損　害　金　額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補塡される金額
円 円 円

807707

１　

収　

入　

金　

額　

等

２　

所　

得　

金　

額

４　

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

不　動　産
利 子
配 当
給 与

一 時

不 動 産
利 子
配 当
給 与

総合譲渡・一時
所得金額合計
社会保険料控除

控除金額合計

事
業

総
合
譲
渡

雑

事
業

雑

営 業 等
農 　 業

公的年金等
業 務
そ の 他
短 期
長 期

営 業 等
農 業

公的年金等
業 務
そ の 他

医療費控除

合　　　　計

小 規 模 企 業
共済等掛金控除

寡 婦 、
ひ と り 親 控 除
勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

生命保険料控除
地震保険料控除

配偶者（特別）控除
扶 養 控 除
特定親族特別控除
基 礎 控 除
雑 損 控 除

区
分

809□ 給与から差引き（特別徴収）
810□ 自分で納付（普通徴収）

控配
老配
一般
特定
同老
老人
年少
同特
特障
普障

可能額

居住日

県市

日赤

県条

市条

79
80
81
82
83
84
89
85
86
87
198
71
72
74
197
77
76
88
50
52
49
821

調整
扶養

特定
取得

該当・非該当

本人
特障
本人
普障

医療
区分

寡婦
ひ親
未成年
勤学
家・事
配専
他専
青色

（令和７年中収入）

５　給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年４月１
日において65歳未満の方は給与所得以外）の市民
税・県民税の納税方法

セルフメディケーション税制の適用を選択する場合には、「医療費控除」
欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

35　地震保
険料控除

当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に○を記入してください。

41
・

扶
養
控
除
・
特
定
親
族
特
別
控
除

16

1
2
5
6
7
8
10
60
11
12
13
14
16
17
20
21
22
23
24
61
25
/
26
27
32
33
34
35
37
38
39～40
41
59
42
30
31
43

１
１

１
１
１
１
１
１

１

（ あ て 先 ）
生 駒 市 長

◯805

◯819

◯811

◯806

◯808

◯807

円

円

円

円

※市役所処理欄

令和 ８ 年度分　市民税・県民税　申告書

万円

万円

万円

万円

3,421,300

1,230,000

430,000
410,000

330,000
260,000

17,260
43,410

575,070

125,560

2,766,546

80,000
40,000

2,703,170

2,583,170
63,376

200,000
100,000

3,810,894
713,376

8 3  2 昭和35年1月４日

生駒市東新町8-38 会社員
同上 0743－XX－0000

生駒 次郎 本人
生駒 次郎
イコマ ジロウ

285,560 60,000

68,550
326,600
179,920
575,070

介護保険料
国民健康保険税
国民年金保険料

生駒 正子

32,133 12,960

14,520 19,400

身体　4

35 12 8
生駒 花子 0

生駒 三郎 1 6 子

45

生駒 四郎 1 3 子

41

生駒 正子 4 10 母

45

生駒 六郎 22

18

13

15

1 2 子

18,820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イコマ ハナコ

イコマ サブロウ

イコマ シロウ

イコマ マサコ

イコマ ロクロウ

イコマ マサコ

生駒 五郎 3 3 子

33

20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イコマ ゴロウ


